
商工観光労働企業委員会会議記録

栄二商工観光労働企業委員長 大友

１ 日 時

令和２年３月２７日（金） 午前１０時１３分から

午前１０時２３分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

大友栄二、元吉俊博、太田正美、後藤慎太郎、浦野英樹、馬場林、戸高賢史

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

商工観光労働部長 高濱航 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第６１号議案のうち本委員会関係部分については可決すべきものと全会一致をもって（１）

決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 油井勝彦

政策調査課政策法務班 主査 中川悠



商工観光労働企業委員会次第

日時：令和２年３月２７日（金）本会議休憩中

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 商工観光労働部関係

（１）付託案件の審査

第 ６１号議案 令和元年度大分県一般会計補正予算（第５号）

（本委員会関係部分）

３ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから商工観光労働企業委大友委員長

員会を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案１件です。これより商工観光労働部関係の

審査に入ります。

第６１号議案令和元年度大分県一般会計補正

予算（第５号）のうち、本委員会関係部分につ

いて、執行部の説明を求めます。

商工観光労働部長の高高濱商工観光労働部長

濱です。

皆さまにおかれましては、商工観光労働行政

をはじめ県政の諸課題に対し、御指導、御鞭撻、

ありがとうございます。

本日は、第６１号議案令和元年度大分県一般

会計補正予算（第５号）のうち、商工観光労働

部関係について御説明します。

お手元のｉＰａｄの①のデータ、商工観光労

働企業委員会資料の１ページをお開き願います。

補正予算の概要です。

表の下から５番目商工費において、昨今のコ

ロナウイルスへの対応として６，１００万円の

増額補正予算を立てています。

次に、詳細については、担当課の方から御説

明します。

同じく①のデータ、商工藤観光誘致促進室長

工観光労働企業委員会資料の２ページをお開き

ください。

おんせん県宿泊施設感染症対策強化支援事業

６，１００万円は新規事業です。

この事業は、新型コロナウイルスに対する感

染防止対策を講じる旅館ホテルを県内全域に早

急に拡充するため、官民で連携し効果的な防止

策を検討の上、宿泊客の受入体制を整備する宿

泊施設を支援するものです。

具体的には、まず官民連携で、宿泊施設感染

症対策強化委員会（仮称）を近日中に立ち上げ、

宿泊施設内での効果的な感染防止対策や宿泊中

に体調が悪くなられた方若しくは、感染が疑わ

れる方が宿泊された場合の対応など、想定され

る場面ごとの対応策を検討します。具体的な対

策は、チェックリストとして取りまとめて見え

る化し、県内の旅館ホテルにおいてその徹底を

図ります。

また、対策に取り組む宿泊施設を関係団体と

協力して県内全域に広げて、日本一のおんせん

県おおいたにふさわしい、安心な受入体制を早

急に整え、先日、国が表明した事態終息後の官

民一体となったキャンペーン等における反転攻

勢につなげていきます。

続いて、当該予算にかかる繰越明許費につい

て、説明します。

②のデータ、補正予算議案書の７ページの中

段を御覧ください。

第７款商工費第３項観光費、おんせん県宿泊

施設感染症対策強化支援事業費は、コロナウイ

ルスへの緊急対策予算であり、事業が４月以降

にまたがるので、繰越しをお願いするものです。

以上で商工観光労働部関係の一般会計３月補

正予算案の説明を終わります。

以上で説明は終わりました。これ大友委員長

より質疑に入ります。

要旨は分かるんですけれど、具体的太田委員

なお金の流れが見えないんですが、どう動いて

いくんですか。

今回計上している予算工藤観光誘致促進室長

の流れについては、今後、各組合、あるいは各

市町村を通じて、現実的にどういう執行がいい

のか、あるいはどういう時期、どのタイミング

で行くのがいいのか、この辺は少し流動的な要

素があり検討したいと思っていますが、なるべ

く早期に執行したいと当部は考えています。

具体的な流れとしては、対策強化委員会でさ

きほど申し上げたチェックリスト、どういう対

策を打てば安心いただけるかという項目をチェ

ックリスト化して、それをまず広く周知を図り

ます。県のホームページだけでは不十分ですの
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で、新聞等を使って広報します。

その際に、その対策が講じられている宿を皆

さん方に分かっていただいて、そこに宿泊予約

をいただきたいので、最近皆さん使われている

オンラインと今連携を図ろうとしています。そ

こでクリックして入っていただくことになりま

す。

イメージとしては、復興割もそうでしたけど、

具体的に宿泊割引相当の何らかの形をゲットし

て、それをもってチェックインをしていただく

形になりますので、基本的にはお金が宿泊者に

届くことはありません。オンラインの旅行会社

を通じて、宿泊受入れをした宿へという流れに

なろうかと思います。

この事業の観光関係団体は、全ての馬場委員

小さな旅館を含めて、この対応をするようにな

るのかということが一つと、国の緊急対策が入

ってくると思うんですけれども、また、県もい

ろいろな形で補正を打つようになると思うんで

すが、これから先の部分は、観光だけではなく

て、いろいろな企業等もあると思うんですけれ

ども、そういうのが今の段階ではどのくらい予

想されるのか。

この事業の対象とする工藤観光誘致促進室長

宿泊施設の考え方ですけれども、今回この対策

強化に取り組もうとする県内のホテル、旅館組

合から県に何とか一緒にやっていただけないか

という提案を受けて、この事業を立ち上げてい

ます。ですので、一緒になってというパートナ

ーは、まずは組合になるのかなと思っています

が、組合、非組合の宿泊施設も県内にあります

ので、そういったところをどう扱っていくか。

県としては排除する趣旨はないですけれども、

組合でなるべく広く対策を広げていきたいとい

う県の趣旨を御理解いただいて、組合員かどう

かをどう考えていただくか、一緒に県も組合と

考え、協力して作っていきたいと思っています

ので、今、限定しているという意味ではありま

せん。

それと、今後について、国のキャンペーンは、

全国的な状況を見ながら政府で検討されること

になると思いますので、少し状況を注視してい

きたいと思っています。今回計上している予算

は、そのうち尽きていきますので、まずはこれ

で当面の対策を打つ。その後はまた当部で状況

を見ながら、関係団体から御相談を受けながら

検討していくことになります。特段今、決めて

いる既定路線があるわけではありません。

（「はい、分かりました」と言う者あり）

ほかに御質疑等はありませんか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

より採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、大友委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

これをもちまして、商工観光労働部審査を終

わります。

執行部は御苦労さまでした。


